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昨年 12 月８日，中央教育審議会から答申「特別
支援教育を推進するための制度の在り方について」
が公表された。 
    戦後の障害者教育の抜本改革 
 答申の基本的な考え方は，障害のある子どもの教
育について，特別な場で教育を行う「特殊教育」か
ら，一人一人のニーズに応じた適切な指導・支援を
行う「特別支援教育」への転換を図ろうとするもの
である。 
 この考え方は，すでに３年前に文部科学省の調査
研究協力者会議がまとめた最終報告「今後の特別支
援教育の在り方について」で示されている。学校に
よっては，この考えのもとに特別支援教育の取組み
が始まっている。そんな学校からみれば，なぜ，い
ま中教審なのかという疑問があるかもしれない。 
 しかし，制度改革となるとやはり中教審のお墨付
きが必要である。今回の答申により，いよいよ法律
改正を伴う本格的な制度改革が期待される。答申が
示す改革は，戦後の障害者教育に抜本的な改革を迫
るものであり，今後の初等中等教育に大きな影響を
及ぼすものとなろう。 
 では，答申は，何を提言しているか。答申のポイ
ントは次の３点である。 
(1) 盲・聾・養護学校を，障害種別を超えた「特
別支援学校」に転換し，小・中学校に支援を行う特
別支援教育センターとして位置づける。 
(2) 通級指導の対象として，ＬＤ（学習障害），Ａ
ＤＨＤ（注意欠陥／多動性障害），高機能自閉症等
を加え，通級指導教室と特殊学級を一本化した「特
別支援学級」を設置する。 
(3) 盲・聾・養護学校別の教員免許状を，総合的
な特別支援学校免許状に改める。 

これらの提言について詳しく述べる紙数はないが，
ここでは小・中学校の特別支援教育にかかわる「特
別支援教室」についてみておこう。 
 答申が構想する「特別支援教室（仮称）」は，お
おむね次のようなものである。 
      通常教室に在籍が原則 
 第１に，従来の特殊学級が対象とする障害のほか
に，ＬＤ・ＡＤＨＤ・高機能自閉症等の児童・生徒
も対象とする。 
 第２に，固定式の学級とせず，障害を持つ児童・
生徒は，原則として通常の学級に在籍しながら，障
害に応じた教科指導や障害に起因する困難の改善克
服のための指導を必要な時間のみ受ける。 
 第３に，多様な実態に即応できるよう弾力的な形
態とする。例えば，①ほとんどの時間を特別支援教
室で特別の指導を受ける形態，②比較的多くの時間
を通常の学級で指導を受けつつ，障害の状態に応じ，
相当程度の時間を特別支援教室で特別の指導を受け
る形態，③一部の時間のみ特別支援教室で特別の指
導を受ける形態など。 
 第４に，いかなる形態の教室をどのように配置し
ていくかは，地域の実情，個々の児童・生徒の障害
の状態，必要な指導や支援の内容に応じ，柔軟かつ
適切に対応する。 
 さて，今後，法律改正で，盲・聾・養護学校が「特
別支援学校」に，特殊学級が「特別支援学級」に改
められると，学校教育法から「特殊教育」という言
葉が消えることとなろう。特殊教育という用語は，
健常者と対比して特殊な者の教育という差別的ニュ
アンスがあるととられやすい。制度改正は，特殊教
育という用語を改めるいいチャンスか。 
（ひしむら・ゆきひこ＝(財)学習ｿﾌﾄｳｴｱ情報研究ｾﾝﾀｰ理事長） 
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